
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収合併に係る事後開示書類 

（会社法第 801 条第１項及び会社法施行規則第 200 条の定める書面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年４月１日 

株式会社ハピネット 

 



2024 年４月１日 

 

吸収合併に係る事後開示書類 
 

 

東京都台東区駒形二丁目４番５号 

株式会社ハピネット 

代表取締役社長 榎本 誠一 

 

 

 当社は、2023 年 10 月 10 日付で株式会社ハピネット・マーケティング（以下、「ハピネット・マ

ーケティング」という）との間で締結した合併契約書に基づき、2024年４月 1日を効力発生日とし

て、当社を吸収合併存続会社、ハピネット・マーケティングを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以

下、「本吸収合併」という）を行いました。 

 本吸収合併に関し、会社法第 801 条第１項及び会社法施行規則第 200 条に定める事項に従い、下

記のとおり法務省令に定める事項を記載した書面を備え置くこととします。 

 

記 

 

１．吸収合併が効力を生じた日 

2024 年４月１日 

   

２．吸収合併消滅会社における会社法第 784 条の 2、第 785 条及び第 787 条の規定、並びに同

法第 789 条の規定による手続の経過 

（１） 吸収合併をやめることの請求 

ハピネット・マーケティングは当社の完全子会社であったため、株主からの吸収合併を

やめることの請求はありません。 

（２） 反対株主の株式買取請求 

ハピネット・マーケティングは当社の完全子会社であったため、反対株主の株式買取請

求はありません。 

（３） 新株予約権買取請求 

ハピネット・マーケティングは、新株予約権を発行していなかったので、該当事項はあ

りません。     

（４） 債権者の異議 

ハピネット・マーケティングは、2023 年 10 月 17 日付の官報において、債権者に対し、

本件吸収合併に対する異議申述の公告を行い、かつ、同日付で知れている債権者に対し各

別の催告を行いましたが、異議の申し出はありませんでした。 

     

 



３．吸収合併存続会社における会社法第 796 条の 2、第 797 条及び第 799 条の規定による手続

の経過 

（１） 吸収合併をやめることの請求 

 本合併は、簡易合併であるため、該当事項はありません。 

（２） 反対株主の株式買取請求   

 本合併は、簡易合併であるため、該当事項はありません。 

（３） 債権者の異議    

 当社は、2023 年 10 月 20 日付の官報及び同日付の電子公告において、債権者に対し、

本吸収合併に対する異議申述の公告を行いましたが、異議を述べた債権者はありませんで

した。 

    

４．本吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関

する事項 

  当社は、本吸収合併の効力発生日をもって、吸収合併消滅会社であるハピネット・マーケ

ティングの資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継いたしました。 

   

５．会社法第 782条第 1項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面に記載がされた事

項 

  別添のとおりです。 

 

６．会社法第 921 条の変更の登記をした日 

  2024 年４月 1 日(予定) 

 

７．前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項 

  該当事項はありません。 

 

以上 

 

 

 



2023年 10月 17日

吸収合併に係る事前開示書類

東京都台東区駒形二丁目4番 5号

株式会社ハピネット・マーケティング

代表取締役社長 櫻井 保幸

当社は、株式会社ハピネントとの合併に際し、会社法第 782条第 1項及び会社法施行規則

第 182条の定めに従い、下記のとお り吸収合併契約等の内容その他法務省令に定める事項を

記載した書面を備え置くこととします。

記

1.吸収合併契約の内容

別添のとお り、2023年 10月 10日 付で合併契約書を締結いた しました。

2.合併射価に関する定めがないことの相当性に関する事項

当社は吸収合併存続会社である株式会社ハピネットの完全子会社であるため、本吸収合

併による吸収合併消滅会社の株主に対する合併存続会社の株式又は株式に代わる金銭等の

交付はございません。

3.合併対価について参考となるべき事項

無対価であるため、該当事項はございません。

4.吸収合併消滅会社の新株予約権に関する事項

吸収合併消滅会社である当社は、新株予約権を発行 していないため当該事項についての

定めはございません。

5.吸収合併存統会社の最終事業年度に係る計算書類に関する事項

吸収合併存続会社である株式会社ハピネットの最終事業年度 (2022年 4月 1日 ～2023

年 3月 31日 )に係る計算書類等は、別添のとおりです。

6.吸収合併存続会社の会社財産の状況に重要な影響を与える事象に関する事項

吸収合併存続会社において、最終事業年度 (2022年 4月 1日 ～2023年 3月 31日 )の
末日後に発生した重要な財産の処分、重要な債務の負担その他の会社財産の状況に重要

な影響を与える事象は生じておりません。

7.吸収合併消滅会社の会社財産の状況に重要な影響を与える事象に関する事項

当社において、最終事業年度 (2022年 4月 1日 ～2023年 3月 31日 )の末日後に発生

した重要な財産の処分、重要な債務の負担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事

象は生じておりません。
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8.吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関

する事項

2023年 3月 31日 現在、吸収合併存続会社及び当社の貸借対照表における総資産の額、

負債の額及び純資産の額は下表のとおりです。

総資産の額 負債の額 純資産の額

吸収合併存続会社 70,042百 万円 34,620百 万円 35,422百 万円

当社 4,418,百万円 3,242百万円 1,176百万円

いずれの会社においても、資産内容上支払能力に問題なく、合併の効力発生日までに

資産及び負債の状態に重大な変動を生じる事態は現在のところ予測されていません。

よつて、本件吸収合併により株式会社ハピネットが承継する債務について、履行の見込

みがあると判断します。

以 上



DocuSign Envelope lD:C699B160‐ AFB3-474D‐ B14E‐ CE06ACDA46C5

合 併 契 約 書

株式会社ハピネット (以 下、甲とい う。)と 株式会社ハ ピネ ット・マーケティング (以 下、
乙 とい う。)は、次の通 り合併に関す る契約 を締結す る。

(合併の方法 )

第 1条  甲と乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社 として合併 し、甲は乙の

権利義務の全部を承継 して存続 し、乙は解散す る。
2 合併に係 る吸収合併存続会社および吸収合併消滅会社の商号お よび住所は、次の と

お りである。

(1)吸 収合併存続会社

商号 :株式会社ハ ピネ ント

住所 :東京都台東区駒形二丁 目4番 5号
(2)吸 収合併消滅会社

商号 :株式会社ハ ピネ ッ ト・マーケティング

住所 :東京都台東区駒形二丁 目4番 5号

(合併に際 して発行す る株式等 )

第 2条  甲は、乙の発行済株式の全てを所有 しているので、合併に際 して甲の株式 を含め、
金銭その他一切の対価 を交付 しない。

(増 加すべき資本金および資本剰余金 )

第 3条 合併により増加すべき甲の資本金及び資本剰余金は会社計算規則第35条 に基づき

定めるものとし次の通 りとする。ただし、効力発生 日における乙の資産および負債の

状態により、甲乙協議の上、これを変更することができる。

(1)資本金   :合 併により資本企は増加 しないものとする。

(2)資本準備金 :合併により資本準備金は増加 しないものとする。

(3)そ の他資本剰余金 :会社計算規則第35条 に基づき甲が定める。

(合併契約書の承認 )

第 4条  乙は、会社法第 784条 第 1項 の規定により、本契約について株主総会の承認 を経ない

で合併を行 う。
2 甲は、会社法第 796条第2項 の規定により、本契約について株主総会の承認 を経ない

で合併 を行 う。

(効 力発生 日)

第 5条 効力発生 日は、2024年 4月 1日 とす る。ただ し、合併手続 き進行上の必要性その他
の事由によ り、甲乙協議の上、会社法の規定に従い、 これ を変更す ることができる。

(会 社財産の引継 )

第 6条  乙は、2023年 3月 31日 現在の貸借対照表その他 同 日現在の計算を基礎 とし、これに

効力発生 日までの増減 を加除 した一切の資産、負債お よび権利義務 を効力発生 日にお
いて甲に引継 ぐ。

(会社財産の管理義務 )

第 7条  甲および乙は、本契約締結後効力発生 日まで、善良なる管理者の注意をもつてその

業務執行および財産の管理、運営を行い、その財産および権利義務に重大な影響を及
ぼすおそれのある行為を行 う場合には、あらかじめ甲乙協議 し合意の上、これを行 う。

(従業員の引継およびその処遇 )

H30015
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第 8条  甲は、効力発生 日において、乙の従業員を引継 ぐもの とし、従業員 に関す る処遇に

ついては、別に甲乙協議の上、これを定める。

(退任取締役および監査役の処遇 )

第 9条  合併に際 して甲の取締役等に就任 しない乙の取締役または監査役 に対 し、効力発生

日前 日までの在任期間にかかる報酬等を支給す る場合は、乙の株主総会における承認

を得て行 うもの とするほか、甲乙協議 して定めるもの とす る。

(合 併条件の変更および合併契約の解除)

第10条 本契約締結の日から効力発生 日までに、天災地変その他の事由により、甲または乙

の資産状態、経営状態に重大な変動が生 じたときは、甲乙協議の上、書面により合併

条件を変更し、または本契約を解除することができる。

(本 契約の効力 )

第H条  本契約は、本契約の履行 に必要な法令に定める関係官公庁の承認 を得 られない とき

は、その効力を失 う。

(本 契約に定めない事項 )

第12条  本契約に定める事項のほか、合併に関 し必要な事項は、本契約の趣 旨に従い、甲乙

協議の上、これを定める。

上記の契約を証す るため本契約書 2通 を作成 し、甲乙記名 、押印 し、各 1通 を保有す る。た

だ し、電磁的記録により本契約 を締結す る場合、本契約締結の証 として本書の電磁的記録を

作成 し、各 自承認の上、各 当事者の代表者又は本契約の締結権限を有す る者が これに電子署

名 を付 し、各 自その電磁的記録 を保管す る。この場合、当該電磁的記録 によるものを原本 と

し、これを印刷 した文書はその写 しとする。

2023年 10月 10日

甲

乙

東京都台東区駒形二丁 目4番 5号

株式会社ハ ピネ ッ ト

代表取締役社長 榎本 誠一

東京都台東区駒形二丁 目4番 5号

株式会社ハ ピネ ッ ト・マーケティング

代表取締役社長 櫻井 保幸

匿抑舌

曖灘き



(2022年 4月 1日から2023年 3月 31日まで)

1.当社グループの現況

(電 )襲策の経通殿な錢異
当連結会計年度における当社グループの関連業界におきましては、少子化や消費者ニーズの多様化、デジタル

化が進む中で、商業施設などの人流はコロナ禍からの回復が見られるものの、原材料価格・物価の上昇が続くな
ど、依然先行きが不透明な状況で推移しております。
このような状況の中、当社グループの経営成績につきましては、映l象音楽事業で損失が発生したものの、玩具

事業、アミューズメント事業が引き続き好調に推移したことにより、売上高、利益面ともに前期を上回りまし
た。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は3,0フ 2億 5千 3百万円(前期比8.8%増 )、 営業利益は58億 4千 2百万円

(同4.8%増 )、 経常利益は61億 9千 4百万円(同 5.8%増 )、 親会社株主に帰属する当期純利益は35億 6千 4百万円
(同0,2%増)と なりました。
なお、子会社株式の減損処理に伴うのれん償却額 4億 8千 6百万円を特別損失に計上しております。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

ハピネットグループでは持続可能な社会の実上見と当社のさらなる企業価値の向上に向け、2009年 4月 に設立したCSR

推進委員会を、2022年 4月より代表取締役を議長とするサステナビリティ委員会として再編し、よリスピー ド感を

もつてサステナビリティヘの取り組みを推進できる体制を構築いたしました。これからも必要とされる会社であり続

けるべく、環境・社会・ガバナンスを意識した事業推進に取り組み、企業価値を高めてまいります。

サステナビリティ基本方針
「不ムたちはハピネス・ネットワーキングを展開し、
エンタテインメント・スタイルの創造により

人々に感動を提供し、夢のある日月日をつくります。」
というグループビジョンのもと、企業活動を通

じて持続可能な社会の実呪に貢献します。

ハピネットグループのマテリアリティ

ガ′やナンス

環 境

ESG

ハピネットグループのサステナビリティヘの取り組み

稔
a写討権苺普稗言];用
サプライチェーンにおける環境負荷低減

デジタルトランスフォーメーション

健全かつ有効なコーポレー トガバナンス基盤の構築

る団田阻

5 騒

鞍盟踵圏

サステナビ1ジ ティサィトにてハピネットヴⅢしエプの

取り組み事例をご紹介しておりま坑 ぜひど覧くだ

さい。

サステナどリティサイト
ねttpす〃www happinetて 。,p/CSr/

3醗菖邑i蘊選閣
かな暮らしへの貢献

4色議常遭衝再繕I就薗
ンの推進

〔ご参考)ト ピックス
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玩彙事1業

電勢249億円
(前期比 :韓 患類5°/0増)

驀5億韓千4百万円
(前期比i3る,7%増)

売上高構成比

40日6%セダメント
孫l」整盛

玩具、トレーディングカード及び雑貨類を量販店、専門店、コンビニエンスストア、

eコマース、二次間屋等へ販売しております。

玩具事業につきましては、BANDAI SPIRITSの 「一番くじ」をはじ

めとしたくじ関連商品が依然好調に推移したことや、「ポケモンカード

ゲーム」や「ONE PIECEカ ードゲーム」などの トレーディングカー

ドがヒットしたことにより、売上高は前期を上回りました。利益面に

つきましても、適正在庫の維持に努めたことによる在庫評価損失の減

少により、前期を大幅に上回りました。
この結果、売上高は1,249億円(前期比18.5%増 )、 セグメント利益

は45億 4千 4百万円(同 36.フ%増)と なりました。

莞上高

棗売上高 ●セグメン ト利益

105,401

77,004 791060
90,327

第51期 第52期 第53期 第54期

(鵠Υ)(鵠Υ)(鶴げ)(鵠Υ)

0,ψ4

2023年

3月 期

売上高構成比

674置3千7百万円 △3億9千6百万円 21日9%
(前期比:0.3%増) はセグメント利益

耳千 S百万用(習碧 )

セゲメント孝む離の推移 儘,っ需〉

盈臭縁音楽事業

映像・音楽ソフト等を量販店、専門店、コンビニエンスス トア、 eコ マース等へ販売し
ており、また、映像作品の企画・製作・配給・宣伝及び音楽コンテンツの企画・制作を
しております。

映像音楽事業につきましては、「King&Prince First DOA/1E

TO∪ R2022～Mr.～」などのヒット商品があつたことにより映像

パッケージの新譜の販売は回復したものの、音楽ノヾッケージの販売

が苦戦し、売上高は前期と横ばいとなしジました。利益面につきまし

ては、滞留在庫の評価損失や当社出資映像作品の作品投資損失が発

生したことにより、前期を大幅に下回りました。

この結果、売上高は6フ 4億 3千 7百万円(前期比0.3%増 )、 セグメ

ント損失は3億 9千 6百万円(前期はセグメント利益 5億 1千 5百万

円)と なりました。

錢売上高 0セ グメント不J杢

81,762 71,618
67,529 66,965 67]137

酢■ヽ患

△396

第51期 第52期 第53期 第54期 第55期

(幣)(輔 )隠詞(箭)(輛 )

饉 万喝】
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どデオゲーム事業

売上高
833慨7千2百万円 セゲメント

不l」益(前期比:3.1%潮
14ほ9千7百万円

(前理比i6.6%渤

売上高構成比

2フ Hl%

主要な事業ぬ容
ビデオゲームハード、ソフト等を量販店、専門店、コンビニエンスストア、eコ マース
等へ販売しており、また、ビデオゲームソフトの企画・制作をしております。

ビデオゲーム事業につきましては、「PtayStation5」 のハードの販

売は好調に推移し、「Nintendo Swhch」 のソフトで「スプラトゥー

ン3」 や「ポケッ悴モンスター スカーレット・バイオレット」などの

ヒット商品があつたものの、「Nintendo Switch」 のハードの販売が

減少し、売上高、利益面ともに前期を下回りました。

この結果、売上高は833億 フ千 2百万円(前期比3.1%減 )、 セグメン

ト利益は14億 9干 ア百万円(同6.6%減)と なりました。

露売上高 ●セグメント和」埜

第51期

(習嵩Υ)

2020年 2021年

3月期

2022年 2023年

3月期3月期

莞逸葛
ブ
｀
メント

鶏盛
懲彊継億韓千盈百万円

(前期比 :3密 ,8◇/。増)

電8億量千3百万円:鞍

(前期比 :稔 盛奮毒%増)

こ熱 モ1導::
玩具自動販売機の設置・運自及びアミューズメント施設用商品等の販売をしておりま
す。

売上嵩/セグメント利益の推移 崚万円)

売上高構成比

10口4%

アミューズメント事業につきましては、カプセル玩具市場が人流の

回復などの影響も受け依然好調に推移していることに加え、当社が運

営するカプセル玩具ショップ「ガシャココ」の出店や新規ロケーショ

ンを拡大したことにより、売上高、利益面ともに前期を大幅に上回り

ました。なお、「ガシャココ」は2023年 3月末日時点でア9店舗を出店

しております。

この結果、売上高は318億 4千 2百万円(前期比32.3%増 )、 セグメ

ント利益は18億 2干 3百万円(同 14.4%増)と なりました。

1,724 ,593

961

第51期 第52期 第53期 第54期 第55期

(堺薪)(習舗)(鵠『 )(鵠Υ)(省舗)

翠売上高 Φセグメン ト利埜

19.983 19.532 181506

31

幹 ‐

241075

わ

Iみ占‐ :藝 イオヤT

売上高 セグメン鱒 醐 を
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事業報告

(2)設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資につきましては、情報インフラ等を中心に10億 9千 フ百万円の投資を実施いたしま

した。それらの所要資金につきましては自己資金をもって充当いたしました。

(3)資金調達の状況

該当事項はありません。

(4)事業の譲渡、戦璃又分割又1ま新設分喜けの状況

該当事項はありません。

(5)他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(6)吸珂叉含鶴又は吸雪叉分割によるr趣の法人等の票業にF美目する権不lど義務の承継の状況

該当事項はありません。

(7)他の会客童の株式そのイ造の持分又1ま栞汗株予紬権等の取得叉tよ処分の状況

該当事項はありません。
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経  常  利  益

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益

(3)財産及び損益の状況

区 分

売   上   高 (百万円)

第54期
12022年 31月れ¬〉,

282,441

5,853

3〕 554
161.66

821957    85,325
38,178    40,973    431494

53.1 48.5

1,943.80

50,1

8.6

(百万円)

(百万円)

(円 )

41383
2,735

125,36

74!923
37:983

1,フ 42.08

49.9

7.4

第51鶏
(2919年 ュ月動

240,398

第32鶏
(2e20孝 al月理).

233,34フ

2,413

1=224

55.93

70,754

第53期
|

(202'等 3月期〉

259,343
4,321

2,591

118,24
総    資    産 (百万円)

純   資   産 (百万円)

1株 当たり純資産額 l円 )

自 己 資 本 比 率 (°/o)

自己資本当期純利益率 (ROE)(%)

重 総資産 僅万由)

0自己資本比率 l%)

82:957 851325

爆純資産 (百万円)

01株当たり純資産額 l円 )

0自己資本当期純利益率 (ROE)(%)

8お
8ェ 嘱

aB

3.3

43脚 45,213

6.フ

健 )生
錦 錦 鐵 ィま卸班璽曽を考翌詞ほ発馨

をJェ
内除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行

2,自己資本比率及び自己資本当期純利益率 (ROE)1よ、純資産から新株予約権を控除した金額にて算出しております。
3.茜

芸琉櫂も怯ギ響T藝響藝 訴tを盾蒲霧漕著肇墨ゼ写恐干鶏争月訂酎等を朗しており、第54触降の雄及弾益

■売上高 l百ヵ円) 日 経常利益 l百万円) J親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円l

● 1株当たり当期ホ電不utt l円)307,253
5:853

6,194
282コ障1

259B13 31554 3,Ь 61
233347

2,591

■383

40,973

第51期 第52期 第53期 第54期 第55期
(当期)
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轄 騒

(9)義藝簸親会率ま_幾悉季繊轍鶴幡史魔
①親会社の状況

該当事項はあしJま せん。

②重要な子会社の状況

会 社 名

株式会社ハピネット・マーケテイング

当 社 の
資 本 金

100百万円

議決権比率

100.0%

主要な事業内容

玩具の販売

株式会社ハピネット・ホビーマーケテイング    15百 万円 100.0% 模型玩具の販売

株式会社ハピネット・メディアマーケテイング   10百万円 100.0%  映像・音楽ソフ トの販売

株式会社ハピネットファントム・スタジオ 10百万円 100.0% 映像作品の企画・裂作
昭給・宣伝

株式会社マックスゲームズ 290百万円 100.0%  ビデオゲームの販売

株式会社ハピネット・ベンデイングサービス 10百万円 100.0%  玩具自動販売機の運営

株式会社ハピネット・ロジスティ
`フ

スサービス   50百 万円 100.0% 物流業務全般

(注)当事業年度の末日における特定完全子会社はありません。

(電 ◇)鐵鍾すべ蕃譲騒

今後の見通しにつきましては、少子化、消費者ニーズの多様化、スマー トフォン・ダブレット端末の普及や配

信への移行等によるエンダテインメントのデジタル化が進み、経営環境が大きく変化していることや、原材料価

格上昇などの不確実性もあり、当社グループの関連業界におきましても、厳しい事業環境で推移すると予測して

おります。

このような状況の中、当社グループは長期ビジョン及び2022年 4月 より3カ年の第 9次中期経営計画を策定

いたしました。

長期ビジョンは10年後の目指す姿として「エンダテインメントの可能性を追求し、“from"ハ ピネットで世界

をワタワ
`フ

させる
`フ

リエイティブカンパニー」と設定いたしました。人々に感動を提供し、夢のあるB月 日をつく

るための「エンタテインメントの可能性を追求」し、業界や流通経路などの枠を超えた新しいエンタテインメン

ト・スタイルを「“from"ハ ピネット」で発信していきます。

第9次中期経営計画では「エンタテインメントとプラットフォームのデュアルエンジンで桃む創造的成長」を

テーマとして掲げました。当社が持つ中間流通としての強みを活かしながら、クリエイティブ機能をさらに強化

することにより、シナジーを発揮して事業の価イ直を高めていきます。

2024年 3月期においては、中期経営計画の 2年目として各事業領境でグリエイティブ・コト分野への挑戦を

継続するとともに、初年度に進出した分野におけるH又益基盤の確立を目指してまいります。併せて中間流通とし

て新たな商材やチャネルヘのアプローチを強化することにより、事業の拡大と付加価値の向上を図つてまいりま

す。また、それらを支える人的資本を強化すべく、人材への投資と次期経営層育成のためのサ

`フ

セッションプラ

ンの推進、事業の変遷に合わせた人事制度や教育制度の見直しなどの制度設計を行つてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
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(脅 甍)主要な事業内容 (2◇ 23年 3潟 81日凝在)

当社グループは、玩具事業、映像音楽事業、ビデオゲーム事業、アミューズメント事業を行つてお
'ジ

ますが、

各事業の内容は以下のとおりであります。

①玩具事業

玩具、 トレーディングカード及び雑貨類を豆販店、専門店、コンビニエンスストア、 eコ マース、二次F口]

屋等へ販売しております。

②映像音楽事業

映像・音楽ソフト等を量販店、専門店、コンビニエンスス トア、 eコ マース等へ販売しており、また、映

像作品の企画・製作・配給・宣伝及び音楽コンテンツの企画・制作をしております。

③ビデオゲーム事業

ビデオゲームハー ド、ソフ ト等を量販店、専門店、コンビニエンスストア、 eコ マース等へ販売してお

り、また、ビデオゲームソフトの企画・制作をしております。

①アミューズメント事業

玩具自動販売機の設置・運営及びアミューズメント施設用商品等の販売をしております。

(42)主要な事業所 (2023年 3潟 34日現在 )

①当社の主要な事業所

本社     :東 京都台東区駒形二丁目4番 5号

物流センダー :ハピネット市川ロジスティ
`フ

スセンダー (千葉県市川市)

ハピネット船橋ロジスティクスセンター (千葉県船橋市)

ハピネット東大阪ロジスティクスセンダー (大阪府東大阪市)

②主要な子会社の事業所

株式会社ハピネット・マーケティング (東京都台東区)

株式会社ハピネット・ホビーマーケティング (東京都台東区)

株式会社ハピネット・メディアマーケテイング (東京都台東区)

株式会社ハピネットファントム・スダジオ (東京都渋谷区)

株式会社マックスゲームズ (東京都合東区)

株式会社ハピネット・ベンデイングサービス (東京都台東区)

株式会社ハピネット・ロジスティ
`フ

スサービス (千葉県市川市)
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事業幸段告

(稔 贔)徒鍵員鉾裁況 (箆Θtt3籍 3癌 3稔 国魂奄)

①当社グループの従業員の状況

事 業 部 門      従 業 員 数

玩 具 事 業  328(2フ 8)名

前連絡会計年度末比増減

2名減 ( 34名減)

映 像 音 楽 事 業 220 (  33)名 2名減 (  4名増)

ビ デ オ ゲ ム 事  業 98 (  58)名 3名増 (  5名減)

ア ユ ズ メ ン ト 事 業 191(241)名 12名増 ( 69名増)

全  社 (共 通 ) 103 (  23)名 15名減 (  9名増)

合 計 940 ( 633)名 4名減 ( 43名増)

(注)1.従業員数は就業員数であり、臨時従業員数は ( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.臨時従業員が43名増カロしておりますが、主にアミューズメント事業部門における直接雇用の増′つlによるものでございます。

②当社の従業員の状況

従 業 員 数    前事業年度末比増減    平 均 年 齢      平均勤続年数

395(69)名      29名 増 (13名増)     38歳 1lヶ月       13年 3ヶ月

(注)従業員数は就業員数であり、臨時従業員数は ( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(砲 4)壷嬰恋饉入鈍ω状洩 (宏02魯鐸 3躍 3竜 圏凝甕)

該当事項はあし)ま せん。

(45)そ鍮勉邊椎グザ緋―プ鉾壌滋禁こ関寧る壷嬰惣票贖
当社は、2023年 4月 14日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である株式会社ブロッコリー

の普通株式を金融商品取引法による公開買付けにより取得することを決議し、2023年 4月 17日 から2023年 6

月13日 までを公開買付け期間としております。なお、公開買付けの結果が判明次第、速やかに開示を実施する予

定です。

内容の詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載の 「その他の電子提供措看L事頂 (交付書面省賂事項)」

24ページの連結注記表「8.重要な後発事象に関する注記」をご参照ください。
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2日 当社の現況

(脅 )本朱式の状況 (2の技3筆 3鶏 3稔 趨壌埼D
O発イ〒可能株式総数             64,000,000株

②発行済株式の総数  l自 己株却 Eひ盤 酵彗跡

③株主数               35,098名

④大株主 (上位10名 )

株 主 名

株式会社バンダイナムコホールディングス

外国法人等
1064%
129名
2,557.455株

自己名義株式
53フ%
1名  1,292,322株

金融商品取引業者
2.51%

23名   604、 493株

その他の法人
28.52%

162名
6,859,692株

個人 。その他
37.69%

34,769名  9,0641238株

持 株 比 率

25.9%

金融機関
452フ%
14名  3,671,800株

持 株 数

5,883千株

株鶏 )葎競

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託□) 1,626千 本朱 フ.1%

株式会社SA/1BC信託銀行 (株式会社三井住友銀行退職給付信託□) 676千二
十朱 3.0%

株式会社日本カストディ銀行 (信託□) 638千株 2.8%

株式会社日本カストディ銀行 (信託 E□ ) 569〒・1朱 2.5%

井平 康彦 483千 1朱 2.1%

ハピネット社員持株会 303千二オ朱 4.3%

河合 洋 300千本朱 1.3%

THE BANK OF NBⅣ YORK MELLON 140040 294〒=1朱 1.3%

苗手 ―彦 220千二オ朱 1.0%

(注)1.当 社は、自己株式を1,292,322株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2 持株比率は自己株式 (1,292,322株 )を控除して計算しております。
3.当社は、「株式給付信言モ (」

―ESOP)」 及び「株式給付信言モ (BBT)」 市」度を導入しており、当該制度に係る信託財産として、株
式会社日本カストディ銀行 (信託 E□)S様有する当社株式569,000株 は、自己株式数に含めておりませんも

4.上記株主の英文名は、い証券保管振苔機構より通剣された「総株主通矢l」 に基づき記載しております。
5 2023年 3月 23日付で、公衆の縦覧に供されている大豆保有報告書 (変更報告善)において、2023年 3月 15日現在でSMBC

日興証券株式会社及びその共同保有者である株式会社三井住友銀行、三井住友DSア セットマネジメント株式会社があわせて
1,811,128株 (保有割合フ53%)を所有している旨が言3載されているものの、当社として当事業年度末における同社の実質
所有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。
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事業幸履告

(縁)会義籟員翁透☆流

①取締役及び監査役の状況 (2023年 3月 31日現在)

地 位        氏 名             担当及び重要な兼職の状況

代表取締役  苗 手 一 彦       会長兼最高経営責任者

代表取締役  榎 本 誠 ― 社長兼最高執行責任者

取 締 役  石 丸 裕 之 執行役員経菫企画室長

三菱マテリアプ

取 締 役  得 能 摩利子 揺弱隧 捏既ヨ ヤマトホールディングス株式会社社外取締役
株式会社資生堂社外取 4市役

取  締 役  長 瀬   真 閥 E隠魔嚢竃娑V妙穣奈基雑雑露祭籍役

取 締 役  岡   俊 子

ソニーグループ株式会社社外日叉締役

観 題 爛 み詠 袴著詳螂 辮 覇 即
立建機株式会社社外取締役

(注 )

常勤監査役  浅 滓 英 男 株式会社ブロッコリー社外取締役

監  査  役  坂 井 秀 行 懇躍団 翻困阻 ァンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧間

監 査 役  谷 □ 勝 則 観 嘔既囲森襄套誰才全零埜訓≡薙環霞暴役(監査等委員)

1 取締役得能摩利子氏、長瀬員氏及び岡俊子氏は、社外取締役であります。
2.監査役坂井秀行氏及び谷□B券則氏は、社外監査役であります。
3 常勤監査役浅津英男氏は、当社で長年にわたり最高財務責任者としての職責を担い、財務及び会計にF去弓する相当程度の矢[見

を有しております。
4 監査役谷□勝則氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

5.当社は、取締役得能摩利子氏、長漂員氏及び岡俊子氏並びに監査役坂井秀行氏及び谷□勝則氏の5名を東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

6.当事業年度中に吾専任した取締役は次のとおりであります。

氏 名 辞任日 辞任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

鈴木 恵喜 2022年 5月 26日 取締役専務執行役員IP戦略担当

7 当事業年F又禾』後に生じた収締役の十日当父里
2023年 4月 1日 付で取締役の担当を次のとおり変更しております。

氏 名            I日 役職名 新役職名

石丸 裕之 取締役執行役員経営企画室長  取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営企画室長

②当事業年度に係る取締役及び監査役のイ・
そ晏ζ::撮髯ざ砂蟹幅盈錫悟
役 (独立役員)である任意の諮問
多角的な検討を行つているため、

8i侵樫蔑豊閉亀年鍛暴4用票帯
て決定方針との整合′

1生 を含めた
決定方針に沿うものであると判

報酬等
に関す

て
容
昌

の

人別
たって
につい
尊重しをに そ
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a.

断しております。なお、監査役については、金銭報酬 (固定報酬)のみとし、その金額については監査
役の協議により決定しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株
とし、個々の役員の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とす

は、

るため、

の
と

い し

率レ
Ｌ

卜
●

され
卜数

み つ

イ ン

およそ

に基づ
しての

か ら

百万円以内
点の取締役

おいて年額80百万円以内と決
は 4 です。

会において、
,フ00ポイントを
たヽだいておりま

業績に連動しない金銭報酬 (固定報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報融lllと し、各取締役の役位、責任の大きさ、世間水準、従業

員とのバランス等を考慮し、総合的に勘案して決定するものとしております。

b.

C.

してお ます。

ア イ

してお
'

す

につき しては 2年 6

(短期業績連動報酬)並びに非金銭報酬等の内容及び数又は額及び算定方法の
る

人別の
1ま

は
を

。)に対

遇解J

して 1

インセンティブ機能を目的とした金銭報百州lである短期業績運動報酬1及び中
を目的とした非金銭報酬等である「株式給付信託 (B8T(Board Benefit

Tr

る
委

る
に
す

〈ヽ
□

お
場

な
た

Ｏ

Ｉ

）

す
た

ま
満

れ
を

さン

る

に
イ
め

の

面我

と
上記報酬限度額
上限とする、業
す。当該定時株

ハ .

り83
する
は3

を決議し
名です。

係る委任に関する事項
に基づき代表取締役会長兼最高経営責任者苗手―彦が取締役の

廻
　
個
　
し

をもとに
(自

しを
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鶉

二.取締役及び監査役の報徴州l等の総額等

役員区分
報酬等の

総額

報酬等の種類別の総額

業績運動報酬等

短期業績運動   非金銭報酬等
報酬      (BBT)

188百万円    43百 万円

対象となる
役員の員数

取締役

(うち社外取締役 )

364百万円

(32百万円)

固定報酬

131百万円

(32百万円)

フ名

(3名 )

監査役        38百 万円    38百 万円      一        -     3名

(う ち社外監査役)  (14百 万円)  (14百 万円)     一        ―     (2名 )

(注)1 取締役の支稔額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2.業績連動報酬等の額または数の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、前記の「c.業績に連動する金銭報酬 (短期

業績連動報酬)並びに非金銭報酬等の内容及び数叉は額及び算定方法の決定に関する方針」に記載のとおり「経常利益」

及び「ROE(自 己資本比率)」 であり、また、当該業績指標を選定した理由は、「経常利益」については経営活動全般の利

益を表す単年度業績の指標として、「ROE(自 己資本利益率)」 については中長期業績の指標として株価との相関関係も高
く、それぞれ最も適切な指標であると判断したためであります。なお、当事業年度を含む経常利益とROE(自 己資本利益

率)の推移は、「1,当社グループの現況 (8)財産及び損益の状況」に記載のとおりであります。また、当事業年度に係
る非金銭報酬等 (BBT)と して取締役 (社外取締役を除く。)に付与されたポイント数は28,024ポ イントであり、当事業

年度に付与されたポイント数に、本信託の有する当社株式の1株当たりの帳簿価額を乗じた金額を記載しております。

3 上記の取締役の支総人員には、2022年 5月 26日 付で退任した取締役1名を含んでおります。

③社外役員に関する事項

イ.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

地 位     氏 名      重要な兼職の状況      当社と当該他の法人等との関係

監 査 役 谷 □ 勝 貝む 公認会計士谷□勝則事務所所長 吉
社は公認会計士谷□勝則事務所との間に
【特別な関係はありません。

□.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

地 位     氏 名      重要な兼職の状況     当社と当該他の法人等との関係

取 締 役  得 能 摩利子写弓こことを!でき号予算専稗争毛言:哲三言醤
テリアル株式会社、ヤマト
グス株式会社及び株式会社
には特別な関係はありませ

取 締 役  長 瀬   員 嚢薯讐夢       監嬬径を舟|ネ
上蓄嵩騒楚香奪箭懸雷藻言云あ写

耳又 締 役  □

ソニーグループ牛朱丈会社社外取締役 当社はソニーグループ株式会社、ENEOS
・

ホールディングス株式会社及び日立建機
咆電  子 ENE05ホールディングス株式会社社外取V4役

(監査等委員) 株式会社との間には特別な関係はあ
'り

ま
日立建機株式会社社外取締役 せん。

監 査 役 谷 □ 勝 則 梅桧社ンーイーシー社外取締役 (監査等委員)

当社は株式会社シーイーシーとのP口二には
特別な関係はありません。
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ハ.当事業年度における主な活動状況

地 位   氏 名     出席回数

取 締 役 得 能 摩利子
[取締役会]

14/13回

活動状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行つた職務の概要

取締役会や任意の諮間機関 「役員人事委員会」において、

主に経営者としての豊富な経験と高い見識から意見を述べ

るなど、会議の意思決定の妥当性・適正性を確保するため

の且力言・提言を行つております。

取 締 役 長 瀬   員
[取締役会]

12/13回

取締役会や任意の諮問機関「役員人事委員会」において、

主に経営者としての豊富な経験と高い見識から意見を述べ

るなど、会議の意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の二カ言・提言を行つております。

取 締 役 岡   俊 子
[取締役会]

13/13回

取締役会や任意の諮間機関 「役員人事委員会」において、

主に経営者としての豊富な経験と高い見識から意見を述べ

るなど、会議の意周決定の妥当性・適正性を確保するため

の助言・提言を行つてお
'り

ます。

監 査 役 坂 井 秀 行

[取締役会]

13/13固
[監査役会]

14/14回

取締役会や監査役会において、弁護士としての豊富な経験

と高い見識から意見を述べるなど、会議の意思決定の妥当

性・適正性を確保するためのユノも言・提言を行つております。

監 査 役 谷 □ 勝 則

(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第3フ 0条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議があったものと
みなす書画決議が 1回ありました。

[取締役会]

43/13回
[監査役会]

14/14回

取締役会や監査役会において、公認会計士としての豊富な

経験と高い見識から意見を述べるなど、会議の意思決定の

妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行つており

ます。
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連絡計算書類

資盛の部

連結賞借対照表 Qo23年3月 31国現在) (単位 |百万円)

科 目

流動資産

現金及び預金

受取手形

電子記録債権

売掛金

棚在日資産

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び精築物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土地

建設仮勘定

無形固定資産

投資その他の資産

投資有l面証券

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

流動負債

支払手形及び買掛金

未払金

未払法人税等

契約負債

賞与引当金

その他

固定負債

株式給付引当金

役員株式給付引当金

退職給付に係る負債

繰延税金負債

資産除去債務

その他

金 額 科 目 金 額

77,872

27,874

88

4,094

33,466

7]480

41874

△3

16B402

1と207

855

92

205

50

4

1=フ96

13.398

8,364

1,261

3,ア 92

△20

433971

33.594

6j729

1,042

579

227

1,フ98

5,090

236

76

3,409

76

304

989

負債合計

株主資本

資本金

資本乗」余金

利益剰余金

自己株式

その他の包括利益累計額

その他有イ面証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

新株予約権

49,061

42,187

2]751

3,322

38,087

△1,974

2,506

2,511

△4

519

純資産合計 45,213

資産合計

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てして表示しております。

941275   負債純貧産合計 94,275

―
員   倭 の  歯騒

純資産の奮

“
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連結損益計算書 鬱o2な 4月 1日から2023年 3月 31日 まで) (単位 :百万円)

科 目 金 額

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益

受取利息

受取配当金

機械売却益

預り保証金取崩益

その他

営業外費用

支払利息

持分法による投資損失

その他

経常利益

特別利益

投資有価証券売却益

会員権売却益

特別損失

固定資産除却損

のれん償却額

税金等調整前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

13

486

2,049

514

307,253

274,841

32,411

26,568

5,842

17

6]194

130

200
6,124

2,563

3,561

3,561

0

163

62
62
81

0

14

3

369

128

1

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てして表示しております。
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計算書奏買

1資産の部

賞借対照表 ¢o23年 3月 31日現在) (単位 :百万円)

科 目 金 額 科 目

支払手形

買掛金

未払金

未払法人税等

未払費用
契約負債

預り金

関係会社預り金

賞与引当金
その他

固定負債
退職給付引当金

株式給付引当金

役員株式給付引当金

資産除去債務

資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本乗J余金

利益剰余金
利益準備金
その他利益乗」余金
別途積立金
繰越利益乗」余金

自己株式
評価 。換算差額等

その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

金 額

流動資産

現金及び預金

受取手形

電子記録債権

売推卜金

棚卸資産

前渡金

前払費用

短期貸付金

未収入金

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物

構築物

機械及び装署L
車両運搬具

工具、器具及び備品

土地

無形固定資産

ソフトウエア

その他

投資その他の資産

投貴有価証券

関係会社株式

関係会社出資金

破産更生債権等

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

53,872
26,748

20
1,813

19,089
1,700

225
138

3,503
941
366

△675
16,170

739
4ア4

6
90
0

115
50

1,591

4,590

0
13,839
2,578

10,239
40
0

236
フ45
△O

31
25

201753
41290
464
198
462
64

5,415
87

509
2,648

150
76

301

70,042

2.751
3,322
2.ア 75
54フ

28!663
235

28,428
11,500
161928
△1,974
2,138
2,143

△4
519

,585

そ

資産合計

(注)記載金各員は、百万円未茄を切り捨てして表示しております。

70.042   負債純資産合計

負陵の部

純資産.の部
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損 益 計 算 書  (2022年 4月 1日 から2023年 3月31日 まで) (単位 :百万円)

科 目 金 額

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益

受取利怠・配当金

その他

営業外費用

支払利息

貸倒引当金繰入額

その他

経常利益

特別利益

投資有価証券売却益

会員権売却益

特別損失

固定資産除却損

関係会社株式評イ面損

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

当期純利益

2,527

70

664

110

1

590

96

157,976

145,444

12]531

10,215

2,316

2,598

4,224

112

4,259

686

3=572

689

24

0

フア

5

72

て
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監査報告書

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告善

社 ハ ピ ネ ッ ト
2023年 5月 12日

式株
△
ム

取締役会 御中

東陽監査法人

東京事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員
業 務

=丸

行 社 員

公認会計士

公認会計士

公認会計士

佐 山

田 部

大 島

正 則

秀 穂

充 史

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第 4頂の規定に基づき、株式会社ハピネットの2022年 4月 1日 から2023年 3月 31日 まで

の連結会計年度の連結計算善類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動言1算書及び連結注記表に
ついて監査を行つた。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ハピネット及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算善類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行つた。監査の基準における当監

査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記動されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
にF美弓する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい

る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2023年 4月 14日開催の取締役会において、持分法適用関

連会社である株式会社ブロッコリーの普通株式を公開買付けにより取得することを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ばすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明組書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。
当監査法人の連絡計算書類に対する監査意見の対象にはその他のSE載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な本目違があるかどうか検討すること、また、そのような重

要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断したハ部続制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算雷類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算豊類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連イ∪士計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告善において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表日)]することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可倉〕性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リス

`フ

を識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判新による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。

・ 連結計算言類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表日月するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部続制を検討する。
経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によつて行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象叉は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告善日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可含副生がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結言1算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結言1算雷類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して
責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統缶どの重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
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監査報告書

独立監査人の監査報告書

ハ ピ ネ ッ ト
2023年 5月 12日

株 式 会 社

取締役会 御中

正 員」

秀 穂

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第 2項第 1号の規定に基づき、株式会社ハピネットの2022年 4月 1日から2023年 3月 31

日までの第55期事業年度の計算善類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその

問属明細書 (以下「計算書類等」という。)について監査を行つた。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算さ

類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に

関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
重要な後発事象にF美弓する注記に記載されているとおり、会社は、2023年 4月 14日開催の取締役会において、持分法適用関

連会社である株式会社ブロッコリーの普通株式を公開要付けにより取得することを決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ばすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属B月 イヽ巴善である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計

算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識とのP日]に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な

相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

東陽監査法人

東京事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 佐 山

公認会計士 田 部

公認会計士 大 島 史充
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計算善類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部続制を整備及び運用することが含まれる。
計算善類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評

イ面し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算善類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従つて、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。

・ 計算豊類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算善類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実‖生に関する計算豊類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取31や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施週程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
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監査報告書

監査役会の監査報告

監 査 報 告 善

当監査役会は、2022年 4月 1日 から2023年 3月 31日 までの第55期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が

作成した監査報告書に基づき、審査の上、本監査報告善を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取

締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門

その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しま

した。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求め、重要な決裁書類等を聞覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事

業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社

及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第 1頂及び

第 3項に定める体制の整備に関する取締役会決読の内容及び当該決議に基づき整備されている体制 (内部続制システ

ム)に ついて、取締役及δ使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か

らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適

正に行われることを確保するための体制」 (会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を 「監査に関する品質管理基準」

(2005年 10月 28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通矢[を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明糸日書、計算書類 (貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算善及び個別注記表)及びその附属明イ団善並びに連結計算書類 (連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書及づ違結注記表)について検討いたしました。

2 監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職瀦の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部続制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部続制システムに関する事業

報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(21 計算詈類及びその附属明イ団豊の監査結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は本目当であると認めます。

●)連結計算書類の監査結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年 5月 19日

株式会社ハ ピネ ッ ト 監査役会

常勤監査役 ,麦 津 英 男 ③

社外監査役 坂 井 秀 行 ⑩

社外監査役 谷 □ 日券貝せ ⑪

以 上
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新株予約権等の状況

①当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

2013年度            2014年度
株式報酬聖       株式報酬型
新株予約権       新株予約権

発行決議日 2013年 11月 12日 2014年 11月 12日

新株予約権の数

新株予約権の目的と
なる株式の種類と数

新株予約権の払込金額

新株予約権の行使に際し
て出資される財産の額

権利行使期間

行使条件 (注 2)

2015年度
株式報酬型
新株予約権

2015年 11月 11日

284涸

普通株式 28,400株
(新株予約権1個につき100株 )

新株予約権1個当たり107,200円

(1株当たり1,0ア 2円 )

(注 1)

新株予約権 1個当たり100円

(1株当たり1円 )

2015年 12月 11日～

2045年 12月 10日

役
員
の
保
有
状
況

新株予約権の数
目的となる株式数
保有者数

198イ固
191800株

2名

新株予約権の数  86個
目的となる株式数 8,600株
保有者数 1名 (注 4)

561個 204個

普通株式 56,100株
(新株予約権1個につき100株 )

普通株式 20:400株
(新株予約権1個につき

'00株

)

新株予約権1個当たり6フ ,300円

(1株当たり6ア3円 )

(注 1)

新株予約権1個当たり146,400円

(1株当たり1,464円 )

(注 1)

新株予約権 1個当たり100円
(1株当たり1円 )

新株予約権 1個当たり100円

(1株当たり1円 )

2013年 12月 12日～

2043年 12月 11日
2014年 12月 11日～
2044年 12月 10日

取締役
(社外取締役を除く)

新株予約権の数  363個
目的となる株式数 36,300株
保有者数 2名 (注 3)

新株予約権の数  132イ固
目的となる株式数 431200株
保有者数     2名

監査役
新株予約権の数  198個
目的となる株式数 19,800株

保有者数 1名 (注 4)

新株予約権の数  フ2イ固
目的となる株式数 フ,200株
保有者数 1名 (注 4)



発行決議日

新株予約権の数

新株予約権の目的と
なる株式の種類と数

新株予約権の払込金額

新株予約権の行使に際し
て出資される財産の額

権利行使期間

行使条件

2016年度
株式報酬型
新株予約権

2016年 11月 10日

2017年度
株式報酬型
新株予約権

2017年 11月 10日

(注 2)

2018年度
株式報酬型
新株予約権

2018年 11月 9日

17フ個

普通株式 1フ ,700株
(新株予約権1個につき100株 )

新株予約権4個当たり1321400円

(1株当たり1,324円 )

(注 1)

新株予約権 1個当たり100円

(1株当たり1円 )

2048年 12月 13日～

2048年 12月 12日

役
員
の
保
有
状
況

新株予約権の数
目的となる株式数
保有者数

17フイ固
47,700株

2名

292イ固 152イ固

普通株式 15,200株
(新株予約権1個につき100株 )

普通株式 29,200株
(新株予約権1個につき100株 )

新株予約権1個当たり1151000円

(1株当たり1!150円 )

(注 1)

新株予約権1個当たり176,800円

(1株当たり1,768円 )

(注 1)

新株予約権 1個当たり100円

(1株当たり1円 )

新株予約権 1個当たり100円

(1株当たり1円 )

201フ年12月 13日～

204フ年 12月 12日
2016年 12月 13日～
2046年 12月 12日

新株予約権の数
目的となる株式数
保有者数

152イ固
15,200株

2名

取締役
(社外取締役を除く)

新株予約権の数  292+固
目的となる株式数 29,200株

保有者数     2名

監査役
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1フ 51固 295イ固

普通株式 17,500株
(新株予約権1個につき100株 )

普通株式 29,500株
(新株予約権1個 につき100株 )

新株予約l雀 1個当たり117,200円

(1株当たり1,1フ 2円 )

(注 1)

新株予約権1個当たり11フ】700円

(1株当たり1,4フア円)

(注 1)

新株予約権 1個当たり100瑶

(1株当たり1円 )

新株予約権 1個当たり100円

(1株当たり 1円 )

2019年 12月 12日～

2049年 12月 11日
2020年 12月 11日～

2050年 12月 10日

(注 2) (注 2)

取締役
(社外取締役を除く)

新株予約権の数
目的となる株式数
イ呆有者数

4フ 5‖函
4フ 1500株

2名

新株予約権の数  295個
目的となる株式数 29,500株

保有者数     3名

監査役

発行決議日

新株予約権の数

新株予約権の目的と
なる株式の種類と数

新株予約権の払込金額

新株予約権の行使に際し
て出資される財産の額

2019年度
株式報酬型
新株予約権

2019年 11月 12日

2020年度
株式報酬型
新株予約権

2020年 11月 12日

2021年度
株式報酬型
新株予約権

2021年 11月 11日

6フ姻

普通株式 6,700株
(新株予約権1個 につき100株 )

新株予約権1個当たり115,500周

(1株当たり11155円 )

(注 1)

新株予約権 4廻当たり100円

(1株当たり 1円 )

役
員
の
保
有
状
況

権利行使期間
2021年 12月 13日～

2051年 12月 12日

行使条件 (注 2)

新株予約権の数  6フ個
目的となる株式数 6】フ00株
保有者数     2名

(注)1,新株予約権の払込金額は、当社に対する報酬債権をもって相殺し、金銭の払込は要しなtヽ ものとする。

2 新株予約権の行使条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役、子会社取締役、当社の監査役、子会社監査役、執行役員及び従業員のいずれの

地位も喪失した日の翌日から10日をイ土ヌ過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとす
る。

(2)新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会
社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合 (株主総会決議
が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を
行使できるものとする。
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(3)新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、新株予約権者が当社の子会社取締役、子会社監査役、子会社革すl行
役員又は子会社従業員であった場合で、当該会社が当社の子会社ではなくなつた場合 (組織再編行為や株式譲渡
による場合を含むがこれに限らない)は、当該会社が当社の子会社ではなくなつた日の翌日から30日間に限り、

新株予約権を行使できるものとする。
僻)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの 1名 (以下 「相続承継人」と

いう)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、権利を譲り受け、新株予約権を行使す
ることができるものとする。ただし、汗」法犯のうち、重大な事犯を行つたと認められる者は、相続承継人となる
ことができず、権利を行使できないものとする。
①六E続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできないものとする。
②本目続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければ
ならないものとする。

③本目続承継人は、上記 「権利行使期間」所定の行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2ヶ 月以内
に限リー括して新株予約権を行使することができるものとする。

3.保有者のうち取締役 1名 に付与している新株予約権は、取締役就任前に付与されたものであります。
4.監査役保有分は、新株予約権発行日寺に当社取締役の地位にあったときに付与されたものであります。

②当事業年度中に職務執行の対イ面として当社従業員等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

③その他新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び監査役全員との間で、会社法第42ア条第 1頂の規定に基づき、同法第423条第 1頂

の損害賠償責任を限定する契約を締結 しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第 1項に定める最低責任限度額としておりま

す。

役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第 1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま

す。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であ

り、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された

損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が補填されることとなります。

ただし、被保険者の磯務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為で

あることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象とならないなど、一定の免責事由

があります。

5



会計監査人の状況

①名称 東陽監査法人

②報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支 払 額

46百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 46百万円

当社と会計監査人とのP日月の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確

に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には、これらの合計額を記

載しております。
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの資料入手や報告聴取を通じて、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内

容等を検討のうえ、会計監査人の報酬等について会社法第399条第 1項の同意を行つております。

(注)1

2

③会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると半」断した場合は、会計監

査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出い

たします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第 1頂各号に定める項目に該当すると認められる場合は、

監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役

は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

①業務の適正を確保するための体制の概要

耳叉締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保す

るための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

なお、当社は2006年 5月 10日開催の取締役会において、会社法第362条及び会社法施行規貝」第100条 に基

づき、業務の適正を確保するための体制整備に向けた基本方針として「内部統制基本方針」を制定し、2015

年 5月 11日開催の取締役会にて一部改定いたしました。

[内部統制基本方針]

1.当社及びその子会社からなる企業集団 (以下 「当社グループ」という)の取締役及び使用人の職務の執

行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)コ ンプライアンス体制にかかる規程を制定し、当社グループの取締役及さ駐 用人が法令・定款及び行

動指針を遵守するためのハピネットグループ倫理綱領を定める。また、その徹底を図るため、倫理向上

委員会を設け、前者のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同委員会を中心に当社

グループの取締役及び使用人の教育等を行う。

(2)取締役の職務執行の適法性を確保するための強力な牽制機能を期待し、当社の取締役に少なくとも 2

名以上の当社と利害関係を有しない社外取締役が常時在籍するようにする。また、コンプライアンスの

重要な問題を審議し、当社の取締役会に答申するコンプライアンス委員会を設置する。社外役員を委員

とするとともに、重要な情報が委員会に報告されることを担保する。

(3)当社の内部監査室は、当社グループ全体のコンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期

的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。

(4)当社グループの使用人兼務取締役又は使用人が法令違反の疑義がある行為等を発見した場合、レポー

トライン又は匿名のコンプライアンス・ホットライン経由でコンプライアンス委員会又は外部顧問弁護

士に報告する体制とする。重大性に応じて、コンプライアンス委員会又は耳又締役会が再発防止策を策定

し、全社的にその内容を周矢[徹底する。

(5)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を速断するとともに、これら反社

会的勢力に対しては、関係機関と緊密に連携して、事由の夕[何 を間わず、当社グループとして組織的に

毅然とした姿勢をもって対応する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社の代表取組,役は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき当社グループ全体を統括

し、代表取締役が作成する文書管理規程に従い、職務執行に係る情報を文書又は電磁的夕具体に記録し、

フ



保存する。当社の取締役及び監査役は文書管理規程により、常時、これらの文書を閲覧できるものとす

る。

文書管理規程については当社の監査役会の承認を得るものとする。

3.当社グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等にかかるリスクについて、それぞれの担

当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新

たに生じたリス
`フ

については速やかに対応責任者となる取締役を定める。

組織横断的リス
`フ

状況の監視並びに当社グループ全体の対応は経営企画担当部門が行い、各部門所管

業務に付随するリスク管理は担当部門が行うこととする。

4.当社グループにおいて取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図る。

① 取締役及び使用人が共有する当社グループ全体の目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標に

基づく3な いし5事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。

② 取締役会は、中期経営計画を具体化するため、中期経営計画に基づき、毎期、当社グループの事業部

門毎の業績目標と予算を設定する。研丸開発、設備投資、新規事業については、原則として、中期経営

計画の目標達成への貢献を基準に、その優先順位を決定する。同時に、当社グループの各事業部門への

効率的な人的資源の配分を行う。

③ 当社の業務執行取締役及び執行役員は、当社グループの各事業部門が実施すべき具体的な施策及び権

限分配を含めた効率的な業務遂行体市とを決定する。

④ 月次の業績は ITを積極的に適用したシステムにより月次で迅速に管理会計としてデーダ化し、当社

の業務執行取締役及び執行役員に報告する。

⑤ 当社の代表取締役は、毎月、この結果をレビューし、当社の業務執行取締役及び執行役員に、目標未

達の要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。

③ ⑤の議論を諮まえ、当社の業務執行取締役及び執行役員は、当社グループの各事業部門が実施すべき

具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を改善する。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1)当社は、当社グループにおける子会社を当社の一部署と位置付け、職務分掌、指揮命令系統、権限意

思決定その他の組織に関する基準を定め、当社グループ全体を綱羅的・統括的に管理する。

(2)当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ全体の内部統制に関する担

当部署として内部監査室を設けるとともに、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報

の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。

(3)当社の内部監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、必要に応じて内部統制の改善策の
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指導、実施の支援・助言を行う。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該

使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)当社の監査役より、その職務を補助すべき使用人の配置の求めがあった場合には、内部監査室に所属

する使用人がこれにあたり、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。監査役会は、当該使用

人の人事異動について、事前に人事担当取締役より報告を受けるとともに、必要がある場合には、理由

を付して当該人事異動につき変更を人事担当取締役に申し入れることができるものとする。また、当該

使用人を懲戒に処する場合には、人事担当取締役はあらかじめ監査役会の承諸を得るものとする。

(2)当該使用人は当社の就業規則に従うが、監査役が指定する補助すべき期間中は、当該使用人への指揮

命令権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

(3)内部監査室は、監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査

役会に報告する。

ア.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに報告をしたことを理由として不利な取り扱いを

受けないことを確保するための体制

(1)当社グループの取締役は、当社の監査役に対して、法定の事項に力]え、当社グループに重大な影響を

及ばす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をす

みやかに報告する。報告の方法 (報告者・報告受領者・報告時期等)については、取締役と監査役会と

の協議により決定するものとする。

修)当社グループの取締役及び使用人は、当社の監査役に対して、当社グループに重大な損害を及ばすお

それのある事実があることを発見したときは、直接報告を行うことができる。

(3)前 2項により、当社の監査役へ報告を行つた当社グループの取締役及びイ吏用人に対し、当該報告をし

たことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周

矢□徹底する。

8.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関わる方針

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について

生ずる費用叉は償還の処理については、当該監査役に職務に必要でないと認められた場合を除き、その

費用を負担する。

9。 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会による各業務執行取締役及び重要な各使用人から個別ヒヤリングの機会を定期的に設けると

ともに、代表取締役、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換を開催する。
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②業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

i.コ ンプライアンス

当社は、企業倫理・法令等を遵守徹底するため、「ハピネットグループ倫理綱領」を定めてお叩、それ

らの浸透を図るため、倫理向上委員会が中心となり、社内イントラヘの掲示、研修、リーフレットの配布

等を行いました。

ii.内部監査

当社は、内部監査部門である内部監査室が内部監査計画に基づき、監査役と連携を図りながら、業務全

般について内部監査を実施しております。また、内部監査の状況につきましては取締役会において報告い

たしました。

耐.内部通報制度

内部通報を行う適切な体制整備を行うために「リスタ管理規程細鶏 (内部通報)」 を整備したうえで、

内部監査部門が内部通報の窓□とな
'ブ

、報告・相談・調査に対応しております。また、情報提供者の秘匿

と不利益取り扱いの禁止に関しましては同細則に定め、全社的な周矢[・ 理解浸透を図つております。

W.リ スクマネジメント

当社は、統括責任者を代表取締役社長としたリスク管理体制を整備し、当社グループのリス
`ア

を把握

し、発生の未然防止及びリスクの低減に取り組んでおります。具体的には、事業渚動に影響を与える可能

性のある様々なリスクについて洗い出し、影響度、発生頻度の観点から重要度について評価し、特に優先

的に対処すべきリス
`フ

を「重要リスク」として選定しております。重要リスてフについては、主管部門が主

体となってリス
`7対

策計画を立案、実施し、進捗状況に対するモニダリングを行つて是正・改善に取り組

んでおります。 また、これらのリスク管理の活動状況について、原則年1回以上取締役会へ報告しており

ます。取締役会は、リスタ管理の活動状況を適宜監督し、当社グループの課題の認識と対応についての指

示を行つております。
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連結株主資本等変動計算書 Qo22年 4月 1日から2023年 3月 31日 ま0
株 主 資 本

(単位 :百万円)

株主資本
合計

39,875

△1,454

3,561

△フ01

90フ

2,312

42118ア

純資藤合計

43,494

当期首残高

当期変動額

剰余金の配当

親会社株主に帰属する当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)

当期変動額合計

当期末残高

当期首残高

当期変動額

乗」余金の配当

親会社株主に帰属する当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)

当期変動額合計

当期末残高

(注)記載金額は、百万円未前を切り捨てして表示しております。

△1,454

3,561

△フ01

90フ

△593
1,719

451213

資本金

2・フ51

2,751

資本剰余金

2,953

369

369

3,322

利益剰余金

35,981

△1,454

3,561

2,106

38,087

自!己株式

△1,810

△163

△ 1:9フ4

△フ01

538

その他の包括利益累計韻

その他
有価証券
評価叢談金

△389
△389

2,511

2,900

繰延ヘッジ
字員益

9

△13

△13

△4

その他の
色括利益
素計額合計

△403
△403

2,506

2,909

新株予約権

△189
△189

519

フ09
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表コ
ｂ

一〓
ロい江結連

1.連絡計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1)連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数 フ社

主要な連結子会社の名称

株式会社ハピネット・マーケテイング

株式会社ハピネット・ホビーマーケテイング

株式会社ハピネット・メディアマーケテイング

株式会社ハピネットファントム・スタジオ

株式会社マックスゲームズ

株式会社ハピネット・ベンデイングサービス

株式会社ハピネット・ロジスティ
`フ

スサービス

②主要な非連結子会社の名称等

ハピネット・ライブエモーション合同会社

ハピネット・ブレインエナジー合同会社

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、小規模であり、売上高及び当期純損益 (持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書

類に重要な影響を及ばしていないため連結の範囲から除外しております。

(2)持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した関連会社の数 1社
会社等の名称

株式会社ブロッコリー

②持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

ハピネット・ライブエモーション合同会社

ハピネット・ブレインエナジー合同会社

(持分法を適用しない理由)

当期純損益 (持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

③持分法適用手続について特に記載する必要があると認められる事項

持分法適用会社のうち、事業年度が連結会計年度と異なる会社については、各社の事業年度に係る計算

書類を使用しております。
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(3)会計方針に関する事項

①重要な資産の評イ面基準及び評価方法

イ.その他有価証券
・市場l面格のない株式等    時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理 し、売却原価は移動

以外のもの          平均法により算定)

・市場価格のない株式等    移動平均法による原価法

□.デリバティブ         時価法

ハ.棚卸資産          主として、移動平均法による原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定)

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ.有形固定資産        定率法

(リ ース資産を除く)     ただし、1998年 4月 1日 以降に取得 した建物 (建物的属設備を除

く)、 並びに2016年 4月 1日以降に取得した建物附属設備及び構築物

については、定額法によつております。

また、200フ 年 3月 31日以前に取得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によって

おります。

□.無形固定資産        定額法

(リ ース資産を除く)     なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期

間 (5年)に基づいております。

ハ.リ ース資産         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。

③重要な引当金の計上基準

イ.貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については幅別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しております。

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち

当連結会計年度の負担額を計上しております。

株式給付規程に基づく当社グループの従業員への当社株式の給付に備

えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき

計上しております。

役員株式給付規程に基づく当社グループの役員への当社株式の給付に

備えるため、当連結会計年度末における役員株式給付債務の見込額に

基づき計上しております。

□.賞与引当金

ハ.株式給付引当金

二.役員株式給付引当金
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④収益及び費用の計上基準

イ.商品の販売に係る収益認識

当社グループは、玩具事業・映像音楽事業・ビデオゲーム事業・アミューズメント事業における商品

の販売を主な事業としており、これらの商品を顧客に引き渡した時点で履行義務を充足していると半」断

しておしヴます。通常は商品を顧客に引き渡した時点で収益を認識しておりますが、国内の販売において

は、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期 F日]である場合には、出荷時

に収益を認識しております。

□.返品権付き販売に係る収益認識

顧客へ引き渡した商品のうち、返品されると見込まれる商品についての収益は認識しておりません。

ハ.代理人取引に係る収益認識

顧客への商品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引については、主に消化仕入販売が該

当し、顧客から受け取る対価の総額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識しておりま

す。

二.自社ポイント希l度に係る収益認識

ハピネットオンライン会員に付与したハッピーポイントについては、重要な権利を顧客に提供すると

判断し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、

ポイントが使用された時点で収益を認識しております。

ホ.顧客に支払う対価に係る収益認識

顧客に支払われる対価について、当該取引において対価11生 があるかを判断し、実質の値引きと半」断さ

れる耳叉引については、顧客から受け取る対価の総額から控除した純額で収益を認識しております。

⑤その他連絡計算書類作成のための基本となる重要な事項

イ.退職給付に係る会計処理の方法 退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における見込額に基づき、退職給付債務を退職給付に係る負債

として計上しております。

過去勤務費用及び数理計算上の差異は、その発生年度に全額を費用処

理しております。
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□.重要なヘッジ会計の方法 (ヘ ッジ会計の方法)

繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、為替予約が付されてい

る外貨建金銭債権債務については振当処理を行つております。

(ヘ ッジ手段とヘッジ対象)

通貨関連

ヘッジ手段 為替予約

ヘッジ対象 外貨建債権債務及び予定取引

(ヘ ッジ方針)

外貨建取引の為替相場変動リスクを回避する目的で、デリバティブ取

引に関する内部規程に基づき、成約取引の範囲内でヘッジ取引を行う

こととし、投機目的の取引は行わない方針であります。

(ヘ ッジ有効性の評価方法)

ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と、ヘッジ手段のキャ

ッシュ・フローの累計を比較し、両者の変動額を基礎にしてヘッジ有

効性を評価しております。ただし、為替予約取引が将来の外貨建取引

に基づくものであり、実行の可能性が極めて高い場合には、有効性の

判定を省略しております。

(4)のれんの償却方法及さく 却期間

のれんの償却については、 5年間の定額法により償却しております。

なお、重要性の乏しいものについては、発生時に全額償却しております。
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2.会計上の見積りに関する注記

当社の連結計算書類は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成されてお

ります。その作成には会計方針の選択・適用、資産・負債や収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見

積りを必要とします。これらの見積りについて、過去の実績等を甚力案し合理的に判断していますが、実際の結

果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

(1)棚卸資産の評価

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

棚卸資産(棚卸資産評価損計上後) フ,480百万円

売上原価に含まれる棚缶日資産評価損の金額 481百万円

②その他見積の内容に関する理解に資する情報

当社グループにおける棚卸資産の評価基準及び評価方法につきましては、主として移動平均法による原価

法 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。販売不

振が見込まれる商材については、小売市場価格等を参考に販売可能な価格を予測して商品ごとの正味売却価

額を見積り、適切に簿価を切り下げております。また、販売が見込めないと判断した商材については処分見

込価額まで簿価を切り下げております。

当社グループは商材の特性を踏まえて下記の仮定を用いて正味売却価額の見積り又は処分見込価額までの

切り下げの判断を実施してお
'Jま

す。主にキャラクター商材については小売市場の販売状況の実績とテレビ

番組の放映終了時期を見込んだ今後の販売予測等の仮定を用いております。また、その他の商材につきまし

ても過去の販売実績や在庫回転率に基づいた今後の販売予測等の仮定を用いております。

見積りは合理的であると考えておりますが、不確実な市場 トレンドの変化及び経済条件の変動によつて

は、翌連結会計年度の連結計算書類において、棚卸資産及び売上原価に含まれる槻卸資産評価損に重要な影

響を与える可曾♂性があります。
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(2)繰延税金資産の回収可含剛生

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 1,261百 万円

繰延税金負債 フ6百万円

法人税等調整額 514百万円

連結貸借対照表には、同一納税主体間の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺 した金額を計上 しておりま

す。

②その他見積の内容に関する理解に資する情報

当社グループでは、回収可含́性がないと判断される繰延税金資産に対して評価性引当額を設定し、適切な

繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可含〕陛は各社で十分な課税所得を計上するか否かを

仮定として見積りを行つており、その評価には、実績情報とともに将来に関する情報が考慮されています。

当該計上額が適切なものであると判断しておりますが、将来の予測不能な事業上の前提条件の変化に伴う

各社の経営悪化により、繰延税金資産に対する評価性引当額を追力Bで設定する可能性があります。

3.連結賞借対照表に関する注記

(1)棚卸資産の内訳

商品

貯蔵品

フ,410百万円

69百万円

計 フ,480百万円

28百万円

(2)担保に供 している資産

現金及び預金

計

上記の資産は、買掛金41百万円の担保に供しております。

28百万円

フ29百万円

フ45百万円

994百万円

(3)有形固定資産の減価償却累計額

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

計 2,469百万円
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4.運結株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の総数に関する事項

株式 の種 類 当連絡会計年度期首の株式数 当運結会計年度増力B株式数 当連絡会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普通株式 241050,000株
|

―株
|

24,0501000株

(2)乗」余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

イ.2022年 6月 23日 開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

・配当金の総額                 885百 万円
。1株当たり配当金額              40円 00銭

・基準日                    2022年 3月 31日

・効力発生日                  2022年 6月 24日

(注)2022年 6月 23日 開催の定時株主総会に基づき行つた配杢金の総額には、株式会社日本カストデ
ィ銀行(信託 E回 )が保有する自社の株式に対する配当金 5百万円を含めております。

□.2022年 11月 14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

・配当金の総額                 568百 万円

・ 1株当たり配当金額              25円 00銭

・基準日                    2022年 9月 30日

・効力発生日                  2022年 12月 6日

(注)2022年 11月 14日開催の取締役会に基づき行つた配当金の総額には、株式会社日本カス トディ銀
行 (信託 E□ )が保有する自社の株式に対する配当金 14百万円を含めております。

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

2023年 6月 22日 開催の定時株主総会において、次のとおり付議いたします

普通株式の配当に関する事項                   
°

・配当金の総額 910百万円

・配当の原資 利益乗」余金

・ 1株当たり配当金額́、               40円 00銭

・基準日 2023年 3月 31日

・効力発生日

(注)2023年 6月 22日 開催の定時株主総会に基づ   2023年
6月 23日

鉗 訳信託 E酬が保有する自ネ上の本朱式 lこ 荻、すす壕
行う配当金の総額には、

る配当金22百万円を含めヌ
株式会社日本カス トディ

ξおります。

(3)当 連結会計年度末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式                                      454,800株

―株
|
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5.金融商品に関する注記

(1)金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入に

よる方針であります。デリバティブ取引は、将来の為替変動による 1ジ スク回避を目的としており投機的な

取引は行わないものとしております。

②金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金は、顧客の信用リスクに]西 されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式でありますが、市場価格の変動リスクに日西され

ております。

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等は、 1年以内の支払期日であります。

デリバティブ取引は、将来の外貨建予定取引に係る為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図

る目的で利用しております。

③金融商品に係るリス
`フ

管理体制

イ.信用リスタ (取引先の契約不履行等に係るリス

`7)の
管理

当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、債権管理部門において取引先の状況を定

期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による固

収懸念の早期把握や軽減を図っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンダープヾ―ティーリス
`7を

軽減するために、格付の高い

金融機関とのみ耳叉引を行っております。

当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに8西 される金融資産の貸借対照表価

額により表わされております。

□.市場リスク (為替や金利等の変動リスク)の管理

当社グループは、外貨建の営業債権及び営業債務について、先物為替予約取引によるヘッジを行って

おります。外賞準備取引規程に規定する手l贋により取引の実行及びモニタリングを行い、実需に伴う取

引に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。また、資金調達については期F口]を最小限に抑え

る方針であります。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体 (取引先企業)の財務状況等を把握しております。

ハ.資金調達に係る流動性リス
`フ

(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき財務部門が適B寺 に資金繰計画を作成・更新するととも

に、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
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④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 3月 31日 における連絡貸借対照表計上額、時イ面及びこれらの差額については、次のとおりで

す。

なお、市場価格のない株式等 (連結貸借対照表計上額フ0百万円)は、「投資有価証券」には含めており

ません。

連 結 貸 僧 対 照 表  時      価  差      客買

計 上 額 (百 万 円 )    (百 万円)       (百 万円)

投資有価証券

①その他有価証券 5,325 5,325

②関連会社株式 △360

食産計 △360

デリバティブ取引 (*2)

(*1)「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「未払金」「未払法

人税等」については、短期F日日で決済されるため時価が帳痔l面額に近似するものであることから、記

載を省略しております。

←2)デリバティブ取EIによって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな

る項目については ( )で示しております。

(3)金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可含副生及び重要性に応じて、以下の3つのレ

ベルに分類しております。

レベル 1の時価 :同一の資産又は負債の適発な市場における (無調整の)相場価格により算定した時価

レベル 2の時価 :レベル 1のインプット以外の直接叉は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

たB寺イ面

レベル3の時価 :重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先1頂位が最も低いレベルに時価を分類しております。

21968 2!60フ

8,293 フ,933

(6) (6)
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5,325

5,325

6

6

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

時価 l百万円

'

区分
レベル4   レベル2   レベル3 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式

資産計

デリバティブ取引

通貨関連

負債計

5,325

5,325

6

6

②時価をもって連結賞借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

時価 (百万円)
区分

レベル1   レベル2   レベル3    合計
投資有価証券

子会社及び関連会社株式

関連会社株式 2160ア

資産計 2,60フ

(注)時イ面の算定に用いた評価技法及びインプットの説B月

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は沼発な市場で取引されているため、その時

価をレベル 4の時イ面に分類しております。

デリバティブ取引

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定 し、その時価をレベル 2の時価に分類しておりま

す。

2,60フ

2,60フ
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6.収益認識に関する注記

(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、玩具事業・映像音楽事業・ビデオゲーム事業・アミューズメント事業における商品の

販売を主な事業としており、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりです。

(単位 :百万円)

玩具事業

124,900

映像音楽

事業

67113ア

ビデオゲーム

事業

83,3フ 2

アミューズ

メント事業

31,842

計

3071253顧客との契約から生じる収益

その他の収益

合計 307J253

(2)収益を理解するための基礎となる1時報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「1.連結計算書類作成のための基

本となる重要な事項に関する注記等 (3)会計方針に関する事項 ①J又益及び費用の計上基準」に記載の

とおりです。

(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①契約負債の残高等

(単位 :百万円)

当連絡会計年度

顧客との契約から生じた債権 (期首残高) 33,911

顧客との契約から生じた債権 (期末残高) 37,646

契約負債 (期首残高) 569

契約負債 (期末残高) 5フ9

契約負債は、主に商品の引き渡し前に顧客から受け取つた前受金のほか、当社グループが付与したポイ

ントのうち、期末B寺点において履行義務を充足していない残高であります。契約負債は、収益の認識に伴

い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、569百万

円です。また、当連結会計年度において、契約負債が増加した主な理由は、商品の引き渡し前に顧客から

受け取つた前受金です。

424,900 67,13フ 83,3フ 2 31,842
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②残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末において、未充足 (又は部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格の金額及び

そのうち】平来認識されると見込まれる金額は以下のとおりです。

(単位 :百万円)

当連結会計年度

1年以内 5フ9
1年超

合計 579

フ.1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たり純資産額                  2,014円 2フ銭

(2)1株当たり当期純利益                  160円 ア6銭

(注)株主資本において自己株式として計上されている株式会社日本カス トディ銀行 (信託 E□)に残存する自

社の株式は、 1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数の計算において控除する自己株式に含めて

おります (当連結会計年度569,000株 )。 また、 1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算に

おいて控除する自己株式に含めております (当連結会計年度428,111株 )。
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8.重要な後発事象に関する注記

当社は、2023年 4月 14日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である株式会社ブロッコ

リー (株式会社東京証券取引所 (以下 「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場、証券コード :

2フ 06、 以下 「対象者1と いいます。)の普通株式 (以下 「対象者株式」といいます。)を金融商品取引法

(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)に よる公開買付け (以下 「本公開買付け」といいま

す。)により取得することを決議いたしました。

(1)本公開買付けの目的

当社グループ及び対象者が属するエンダテインメント業界においては、少子化、消費者ニーズの多様化、

スマー トフォン・ダブレット端末の普及や配信への移行等によるエンダテインメントのデジタル化が進み、

経営環境が大きく変化しております。このような状況の中、当社は、中間流通としての強みを渚かしなが

ら、新たなエンダテインメントビジネスに積極的に挑戦し、成長・発展を目指すために、グリエイティブ機

能の更なる強化を中期的な課題として掲げ、取り組んでおります。

対象者は、女性向けコンテンツ「うたの☆プリンスさまっ♪」や、 トレーディングカードゲーム 「Z/X
―Zittions of enemy X― (ゼクスジリオンズオブエネミーエックス)」 をはじめとしたコンテンツの企画・制

作に実績があり、当社と対象者はそれぞれの事業プラットフォームやノウハウを相互に渚用することを目的

として2015年 11月 に資本業務提携を開始して以来、両社の強みを適かし、新コンテンツのF汗∃発、新しい顧

客層・流通チャネルの開拓を共同して推進してまいりました。

しかしながら、当社と対象者がともに上場企業であることにより、独立した事業運営を行う必要があり、

秘匿性の高い情報の共有ができない等、経営資源の相互渚用について一定の制約があり、想定していた以上

に事業展開を迅速に進めることが難しく、当社は両社のシナジー効果を最大限に発揮するためには、両社が

中長期的なビジョンを共有し、一体となって事業展開を行う必要があると考えました。

当社は、対象者を当社の完全子会社とすることにより、①意思決定の迅速化による新コンテンツ開発の推

進、②対象者が所有する自社コンテンツの展開拡大、③当社グループの経営資源を渚用した事業規模の拡

大、④経営支援体制の強化、といつたシナジーの実現が可能であると考えております。

(2)対象者の概要

①名称 :株式会社ブロッコリー

②所在地 :東京都練馬区醤玉北五丁目14番 6号

③代表者の役職・氏名 :代表取締役社長 鈴木 恵喜

④事業内容 :コ ンテンツ (アニメ・ゲーム・音楽・映像・カードゲーム)の企画、制作、

及びキヤラ
`フ

ダー商品の企画、製作、販売

⑤資本金 :2,361百 万円 (2023年 2月 28日現在)

③設立年月日 i1994年 3月 25日
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(3)本公開買付けの概要

当社は、2023年 4月 14日現在、東京証券取引所スダンダード市場に上場している対象者株式2,600,000

株 (所有割合29.フ 2%)を所有しており、対象者の筆頭株主として対象者を持分法適用関連会社としており

ます。

当社は本公開買付けにおいて、3,2311500株 (所有割合 :36.94%)を買付予定数の下限と設定 してお

り、本公開買付けに応じて応募された株券等 (以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下

限にれたない場合は、応募株券等の全部の要付け等を行いません。他方、本公開買付けは、対象者株式の全

てを取得することにより、対象者を当社の完全子会社とすることを企図しておりますので、買付予定数の上

限は設けておらず、買付予定数の下限以上の応募があった場合は、応募株券等の全ての買付け等を行いま

す。本公開買付けにより対象者株式の全て (イ
国し、当社が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株

式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、対象者を当社の完全子会社とす

るための一連の手続 (ス

`フ

イーズアウト手続)を実施することを予定しております。

また、本公開買付けに際し、当社は、対象者の第二位の株主である株式会社アニメイト及び対象者の第三

位の株主である株式会社ブシロードとの間で公F汗∃買付応募契約を締結しており、株式会社アニメイトが所有

する対象者株式の全て (680,000株 、所有割合 :フ .フア%)及び株式会社ブシロードが所有する対象者株式

の全て (3411100株、所有割合 :3.90%)に ついて、本公開買付けに応募する旨を合意しております。

①買付予定の株券等の数

買付予定数 :6,14フ ,2フ 0株

買付予定数の下限 :3,231,500株

買付予定数の上限 :一株

(注)買付予定数は本公開買付けにおいて当社が買付け等を行う対象者株式の最大数である6,147,2フ 0株を

記載しております。これは、2023年 2月 28日 現在の対象者株式の発行済株式総数 (8,フ4フ 1642株 )

から対象者が所有する自己株式数 (3フ 2株)を控除した株式数 (8,ア 4フ ,2フ 0株)から同日現在当社が

所有する対象者株式の数 (21600,000株)を控除した株式数です。

②買付け等の期間 2023年 4月 1ア 日から2023年 6月 13日 まで (39営業日)

③買付け等のイ面格 普通株式 1株につき、金11500円

④買付代金 9,220,905,000円

(注)「買付代金」は、本公開買付けの買付予定数 (6,14フ ,2フ 0株)に、 1株当たりの本公開買付価格

(11500円 )を乗じた金額です。

③決済の開始日 2023年 6月 20日

⑤資金調達の方法 自己資金を充当
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対象者株式は、本国現在、東京証券取引所スタンダード市場に上場しておりますが、当社は本公開買付け

において買付予定欺に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は、東京証券

取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場F発生となる可含割生があります。

また、本公開買付けの成立時点で当該基準に該当しない場合でも、当社は、本公開買付けが成立した後、

対象者を当社の完全子会社とするための一連の手続 (スクイーズアウト手続)の実施を予定しておりますの

で、その場合には東京証券取引所の上場廃止基準に該当し、対象者株式は所定の手続を経て上場廃止となり

ます。

なお、上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所スダンダー ド市場において取引することはできませ

ん。

9.その他の注記

記載金額は、百万円未満を切り捨てして表示しております。
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株主資本等変動計算書 Qo22年 4月 1日から2023年 3月 31日 まで)

当期首残高

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)

当期変動額合計

当期末残高

当期首残高

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)

当期変動額合:|

当期末残高         '

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てして表示しております。

(単位 i百万円)

株 主 資 本

株主
資本
合計

30,439

△11454

3.572

△701

907

2,324

32,763

純資産合計

33,619

△1,454

3,572

△701

907

△522

1,802

35,422

資本剰余金 利益剰余金

2,フ 51

2,751

資本金

2,775

資本
準備金

2,775 177

369

９

　

７

６

　

４

その他

鉢饒
鉢艤舗　２，９５３

９

　

　

　

９

　

２ 235

橋箱
11,500

11,500

別途
積立金

14,810

繰越利益
剰余金

△1,454

3.5フ 2

2.118

16,928

26.545

利益

艤錯

△ 4.454

3,5フ 2

2,118

281663

己
式

自
株

△ 1,810

△フ01

538

△163

△ 1,974

評価・換算差額等

その他
有価証券
評価差額金

2,462

△318

△318

2,143

繰延ヘッジ
学興益

9

△13

△13

△4

評価 `換算
差額等合計

2,471

△332

△332

2,138

新株予約権

709

△189

△189

519
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1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

① 子会社及び関連会社株式

② その他有価証券

イ.市場価格のない株式等以外

のもの

□.市場価格のない株式等

③ デリバティブ

④ 棚卸資産

(2)固定資産の減イ面償却の方法

① 有形固定資産

(リ ース資産を除く)

② 無形固定資産

(リ ース資産を除く)

③ リース資産

(3)引当金の計上基準

① 貸イこl引 当金

② 賞与引当金

イ固 別 注 言己 表

移動平均法による原価法

時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)

移動平均法による原価法

時価法

主として、移動平均法による原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定)

定率法

ただし、1998年 4月 1日 以降に取得 した建物 (建物附属設備を除

く)、 並びに2016年 4月 1日以降に取得した建物附属設備及び構築物

については、定額法によつております。

また、200フ年 3月 31日以前に取得したものについては、償却可能限

度額まで償却が篤了した翌年から5年間で均等償却する方法によつて

おります。

定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期

間 (5年)に基づいておりまず。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸lttl実績

率により、賃倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案 し、回収不能見込額を計上 しております。

従業員に対 して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち

当事業年度の負担額を計上しております。
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③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当事業年度末において発生 していると認められる

額を計上 しております。

過去勤務費用及び数理計算上の差異については発生年度に全額を費用

処理してお
'り

ます。

株式給付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当事

業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

役員株式給付規程に基づく役員への当社株式の給付に備えるため、当

事業年度末における役員株式給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。

④ 株式給付引当金

⑤ 役員株式給付引当金

(4)収益及び費用の計上基準

① 商品の販売に係る収益認識

商品の販売に係る収益は、主に卸売による販売であり、商品を引き渡した時点で履行義務を充足している

と判断しております。通常は顧客に引き渡した時点で収益を認識しておりますが、国内の販売においては、

出荷時から当該商品の支配が顧客に移車五されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認

識しております。

② 返品権付き販売に係る収益認識

顧客へ引き渡した商品のうち、返品されると見込まれる商品についての収益は認識しておりません。

③ 代理人取引に係る収益認識

顧客への商品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引については、主に消化仕入販売が該当

し、顧客から受け取る対価の総額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。

④ 自社ポイント制度に係る収益認識
ハピネットオンライン会員に付与したハッピーポイントについては、重要な権利を顧客に提供すると判断

し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売イ面格を基礎として取引イ面格の配分を行い、ポイント

がイ吏用された時点で収益を認識しております。

⑤ 顧客に支払う対価に係る収益認識

顧客に支払われる対価について、当該取引において対価性があるかを判断し、実質の値引きと判断される

取引については、顧客から受け取る対価の総額から控除した純額で収益を認識しております。
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(5)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

重要なヘッジ会計の方法    (ヘ ッジ会計の方法)

繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、為薔予約が付されてい

る外貨建金銭債権債務については振当処理を行つております。

(ヘ ッジ手段とヘッジ対象)

通貨関連

ヘッジ手段 為替予約

ヘッジ対象 外貨建債権債務及び予定取引

(ヘ ッジ方針)

外貨建取引の為替相場変動リスクを回避する目的で、デリバティブ取

引に関する内部規程に基づき、成約取引の範囲内でヘッジ取引を行う

こととし、投機目的の取引は行わない方針であります。

(ヘ ッジ有効性の評価方法)

ヘッジ対象のキャッシユ・フローの変動の累計と、ヘッジ手段のキャ

ッシュ・フローの累計を比較し、両者の変動額を基礎にしてヘッジ有

効性を評価しております。ただし、為替予約取引が将来の外貨建取引

に基づくものであり、実行の可能性が極めて高い場合には、有効性の

判定を省路しております。
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2.会計上の見積りに関する注記

当社の計算書類は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成されておりま

す。その作成には会計方針の選択・適用、資産・負債や収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積り

を必要とします。これらの見積
'ジ

について、過去の実績等を勘案し合理的に判断していますが、実際の結果は

見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

(1)棚卸資産の評価

①当事業年度の計算書類に計上した金額

棚在日資産 (棚卸資産評価損計上後) 1,700百万円

売上原価に含まれる棚缶日資産評価損の金額 138百万円

②その他見積の内容に関する理解に資する情報

その他見積の内容に関する理解に資する情報については、連結注記表「2.会計上の見積りに関する注記」

に記載のとおりです。

(2)繰延税金資産の回収可含静性

①当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 236百万円

法人税等調整額 96百万円

貸借対照表には、繰延税金資産と繰延税金負債を相殺した金額を計上してお
'プ

ます。

②その他見積の内容に関する理解に資する情報

その他見積の内容に関する理解に資する情報については、連結注記表 「2.会計上の見積りに関する注記」

に記載の通りです。
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3.賞僧対照表に関する注記

(1)棚卸資産の内訳

商品

貯蔵品

1169フ百万円

3百万円

計 1,フ00百万円

486百万円

15百万円

フ03百万円

26百万円

フ91百万円

(2)有形固定資産の減イ面償却累計額

建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具

工具、器具及び備品

計     2,023百万円

(3)関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。

① 金銭債権                      9!261百 万円

② 金銭債務                      6,506百 万円

(4)保証債務

連結子会社の仕入先からの仕入債務に対し、連帯保証を行つております。

株式会社ハピネット・メディアマーケテイング      3,0フ 0百万円

株式会社マックスゲームズ               4,691百 万円

4.損益計算書に関する注記
・関係会社との耳叉引高

① 売上高

② 仕入高

③ その他の営業取引高

④ 営業取引以外の取引高

46,099百 万円

2,354百万円

△1,571百万円

2!469百万円
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5.株主資本等変動計算書に関する注記
・自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増み□株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

曽 通 株 式 2,038,983株 451,239株 628,900株 1,8611322株

に は 、 る

して株式会社日本カストディ銀行 (信託 E□)ぶく有する当社株式569,000株を含めております。
2.普通株式の自己株式の株式数の増加4511239株は、単元未満株式の買取りによる増加39株、株式会社日本カストディ銀行

(信託 E□)による当社株式の取得による増加451,200株 であります。
3 普通株式の自己株式の株式数の減少628,900株は、ストック・オプションの行使による減少167,100株 、株式会社日本力

ストディ銀行 (信託 E□)への第三者害」当による自己株式の処分による減少451,200株、株式会社日本カストディ銀行
(信託 E□)か らの給付による減少10,600株であります。

6.税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

商品評価損

賞与引当金

売上原価否認額

退職給付引当金

貸倒引当金

子会社株式評価損

関係会社出資金評価損

減損損失

ス トック・オプション否認額

繰延ヘッジ損益

その他

繰延税金資産小計

将来減算一時差異等の合計に係る評イ面性引当額

評価性引当額小計

繰延税金資産合計

繰延税金員債

その他有価証券評価差額金

その他

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

66百万円

26百万円

95百万円

485百万円

206百万円

455百万円

65百万円

10百万円

137百万円

2百万円

573百万円

21125百万円

△895百万円

△895百万円

1,230百万円

△94ア百万円

△4フ百万円

△994百万円

236百万円
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フ.関連当事者との取引に関する注記

(1)子会社等

属性 会社等の名称

いハピネット・

マーケテイング

議決権等
の所有

(卒皮所有)

割合

所有直接
10000/。

関連当事者
とのFぅ§係

商品の販売先
役員の兼任先

取引の内容

商品の販売
(注 1)

取引
金額

(百万円)

末
高

期
残科 目

23,3フ 5 売掛金

(百万円)

1,838

子会社
1,275

子会社

4,433

子会社

3,006
子会社

2,401

子会社

2,642
子会社

(注)1 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1)商品の販売については、一般取St先 の取引条件を勘案して販売しております。

(2)事業資金の貸付利率については、市場金利等をこ力
~条

して決定しております。

取引金額は期中の平均残高を記動しております。

(3)CMS預 りについては、CMS(キ ャッシュ・マネジメント・システム)に よる取引であり、その利率については、市場
金利等を勘案して決定しております。

(4)子会社への短期貸付金に対し、当事業年度において6フ 2百万円の貸側号1当 金を計上し、672百万円の貸側B十 当金繰入額を

計上しております。
2 債務保証については、仕入先からの仕入債務に対し、無償で連帯保証を行っております。

CMS預 り (注 1) 1,358 関係会社預り金

利息の支払 (注 1) 6 未払利息

550配当金の受取

商品の販売先 配当金の受取 750棚ハビネット・

ホビーマーケティング

所石直接

1000%
CA/1S預 り (注 1) 1,285 関係会社預り金

フ 未払利息利息の支払 (注 1)
ωハピネット・

メディアマーケテイング
所有直接
1000%

商品の販売先

債務保証先

債務保証 (注 2) 3,070

事業資金の貸付
(注 1)

2,284 短期貸付金いハピネット

ファントム・スダジオ
所有直接
1000% 役員の兼任先

利息の受取 (注 1) 10 未収利息

CMS預 り (注 1) 493 関係会社預り金

利息の支払 (注 1) 5 未払利息

事業資金の買付
(汗 1)

3,349 短期貸付金

利息の受取 (注 1) 14 未収利息

④マッ
`ア

スゲームズ
所有直接
1000。/O

商品の販売先

役員の兼任先

偵務保証先

債務保証 (注 2) 4.691

商品の販売
(注 1)

15,434 売掛金いハピネット・

ベンディングサービス

所有直接

1000% 商品の販売先

配当金の受取 1,000
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いBANDAI
SPIRITS

商品の仕入先
商品の仕入

(注 )

36,130 買掛金

(2)兄弟会社等

属 性   会社等の名称  蚕嬢蘇薯P罰唇 理露違嘉声 取引の内容 賢暫
I

期

で

その他の関係
会社の子会社

商品の仕入
(注 )

金 額
万 円 )

36.303

科 目

買掛金

末 残 高
百 万 円 )

7,629mバンダイ 商品の仕入先

その他の関係
会社の子会社

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
商品の仕入については、一般取引先と同様の取引条件で購入しております。

8.1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たり純資産額                 1,5フ 2円 98銭

(2)1株当たり当期純利益                161円 28銭

(注)株主資本において自己株式として計上されている株式会社日本カストディ銀行 (信託 E□ )に残存する自

社の株式は、 1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数の計算において控除する自己株式に含めて

おります (当 事業年度569,000株 )。 また、 1株当たり差期純利益の算定上、期中平均株式数の計算にお

いて控除する自己株式に含めております (当事業年度428,111株 )。

9.収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる1青報
「1.重要な会計方針に係る事項に関する注記 (4)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

10.重要な後発事象に関する注記

重要な後発事象に関する注記については、連結注記表「8.重要な後発事象に関する注記」に記載のとおりで

す。

11.その他の注記

記載金額は、百万円未満を切り捨てして表示しております。

5,259

35




